
令和４年度 第１２回教育委員会定例会 会議録 

 

１．日  時   令和５年３月２４日（金） 

 午後２時３０分～午後３時１０分 

 

２．場  所   野辺地町中央公民館 

 

３．出席委員   新渡幹夫教育長、杉山道彦委員、野坂幸子委員、亀田小織委員、 

林亨委員 

 

４．出席職員   （学校教育課）冨吉卓弥課長、中野良喜指導室長、 

藤谷俊徳総括主査 

         （社会教育・スポーツ課）五十嵐洋介課長、米内山周大主幹 

         （中央公民館）二ツ森知貴館長補佐 

 

５．会議録署名者 野坂幸子委員、林亨委員 

 

６．会期決定   本日１日 

 

７．会議に付した事項 

〇行事・事業の報告及び予定について 

   学校教育課長、社会教育・スポーツ課長、中央公民館長補佐が３月・４月の 

行事・事業報告及び予定、指導室長が児童生徒の状況について報告した。 

  

〇議案審議 

 ・報告第 ４号 専決処分した事項の報告について 

         （県費負担教職員（講師）の採用に係る内申について） 

   学校教育課長より、令和５年３月１日付けで採用される県費負担教職員（講師） 

について、事前に内申を行う必要が生じたため、専決処分した事項を報告した。 

 

 ・報告第 ５号 専決処分した事項の報告について 

         （県費負担教職員（条件付き採用者）の正式採用に係る内申につ

いて） 

   学校教育課長より、条件付き採用者の正式採用の可否について、内申を行う必 

要が生じたため、専決処分した事項を報告した。 

 

・報告第 ６号 専決処分した事項の報告について 

       （県費負担教職員（管理職）の令和４年度末人事異動に係る内 

        申について） 

 



   学校教育課長より、県費負担教職員（管理職）の令和４年度末の人事異動につ 

  いて、内申を行う必要が生じたため、専決処分した事項を報告した。 

 

・報告第 ７号 専決処分した事項の報告について 

       （県費負担教職員（管理職以外）の令和４年度末人事異動に係る 

          内申について） 

   学校教育課長より、県費負担教職員（管理職以外）の令和４年度末の人事異動 

  について、内申を行う必要が生じたため、専決処分した事項を報告した。 

 

・報告第 ８号 専決処分した事項の報告について 

       （県費負担教職員の休職期間の延長に係る内申について） 

   学校教育課長より、県費負担教職員の休職期間の延長について、内申を行う 

  必要が生じたため、専決処分した事項を報告した。 

 

 ・議案第 ３号 野辺地町立小中学校共同学校事務室運営規程案 

   学校教育課長より、現在実施している「小中学校事務共同実施」から、室長に 

  権限を持たせる「共同学校事務室」に移行するため、新たに野辺地町立小中学校 

共同学校事務室運営規程を制定する旨の説明を行い、全員異議なく原案のとおり 

決した。 

 

 ・議案第 ４号 野辺地町立小中学校共同学校事務室推進協議会設置要綱案 

 学校教育課長より、野辺地町立小中学校共同学校事務室運営規程の制定に伴い、

野辺地町立小中学校共同学校事務室推進協議会設置要綱を制定する旨の説明を行

い、全員異議なく原案のとおり決した。 

 

 ・議案第 ５号 野辺地町教育委員会の所管に属する会計年度任用職員の任用につ 

         いて 

 学校教育課長より、令和５年４月１日付けで野辺地町教育委員会の所管に属す

る会計年度任用職員を任用する旨の説明を行い、全員異議なく原案のとおり決し

た。 

 

 ○その他 

  ①教育委員会事務局職員等人事異動について 

  ②令和４年度野辺地中学校進路状況について 


